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令和２年１２月１８日

芦屋市予防接種実施医療機関 各位

                         芦屋市こども・健康部健康課

                         課 長  細 井  洋 海

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う

定期予防接種の特例措置の実施に係る対応について（再依頼）

 平素から本市の予防接種業務にご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。

標記のことについては，令和２年３月１９日厚生労働省健康局健康課発「新型コロナウイルス感染症

の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について」及び，令和２年３月１９日芦こ健第４４２８

号「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の特例措置の実施に係る対応について（依

頼）」にてご対応を依頼しているところです。

しかし，いまだ新型コロナウイルス感染症は終息の見通しが立たない状況であることから，規定の接

種時期を越えて，接種を希望する方が増加する可能性を踏まえ，令和３年１月１日以降の接種について

は，下記のとおりに措置を実施いたします。

対象の方への予防接種の実施について，ご配慮くださいますようお願いいたします。

記

１ 実施期間

  令和３年１月１日から

※新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み，終了時期については事前にご連絡をいたします。

２ 予防接種の種類

（１） 定期接種 A類疾病（子どもの定期予防接種）
（２） 高齢者肺炎球菌

３ 接種期間

（１） 定期接種 A類疾病（子どもの定期予防接種）は申請日から２年間
（ただし，四種混合ワクチンについては１５歳未満，BCGワクチンについては４歳未満
 ヒブワクチンについては１０歳未満，肺炎球菌ワクチンについては６歳未満とする。）

（２） 高齢者肺炎球菌は申請日から１年間
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４ 接種の手順

  下表のとおり接種の前に対象者の持ち物をご確認の上，接種の実施をお願いします。

予防接

種

の種類

【子どもの定期予防接種】

定期接種（A 類疾病）
【高齢者肺炎球菌】

持ち物

母子健康手帳 接種券（別途送付）

芦屋市新型コロナウイルス感染症の発

生に伴う定期予防接種特例措置決定書

芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う

高齢者肺炎球菌定期予防接種特例措置決定書

健康手帳（持参された場合のみ確認）

５ その他

  特例措置の認定には事前申請が必要となります。決定書をお持ちでない方は対象外となりますので

ご了承のほどお願いいたします。

接種のための受診による感染症への罹患のリスクが，接種を延期することによるリスクよりも高いと

考えられる場合等，規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由がある方には保健センターをご

案内ください。

以 上

＜お問合せ先＞

芦屋市保健センター（こども・健康部健康課）

〒６５９－００５１ 芦屋市呉川町１４番９号

TEL ０７９７－３１－１５８６ 

FAX ０７９７－３１－１０１８ 

担当：鈴木・山田







令和  年  月  日 

   様  

芦屋市長  伊 藤  舞 

（ 公 印 省 略 ） 

芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置決定書

  新型コロナウイルス感染症の発生に伴い，下記の方はやむを得ず定期予防接種期間内

の接種ができなかったため，下記のとおり特例措置を決定いたしましたので通知します。 

氏  名

生年月日 大正・昭和    年    月    日

予防接種の種類 高齢者肺炎球菌

接種者の方へ

芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例措置について

１ 接種期間 令和３年１月１日から ※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，特例

措置が終了となることがございます。ご了承のほどお願いいたします。

２ 場 所 芦屋市指定医療機関

３ 持 ち 物 ・接種券（別途送付済）

・芦屋市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高齢者肺炎球菌定期予防接 

種特例措置決定書（この用紙）

・健康手帳

４ 特例措置接種期限 申請日から 1年間

医療機関の方へ

特例措置接種対象年齢内で，予診や診察等で異常がなければ，定期接種として接種をお

願いいたします。

【お問合せ先】

芦屋市保健センター

予防接種担当 鈴木・山田

TEL 0797－31－1586 
FAX 0797－31－1018 


